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○

相続税申告書の提出先

Q:名古屋に住んでいた父が死亡しました。

私たち相続人は、東京、大阪、福岡にそれぞ

れ住んでいます。

相続税の申告書は、どこの税務署に提出し

たらよいのでしょうか。

ヱヘ：名古屋にあるお父さんの住所地を所轄

する税務署に提出することになります。

【解説】

相続税の申告書は、①被相続人の死亡の時

における住所地が日本国内にある場合には、

被相続人の死亡の時における住所地を所轄す

る税務署長に、②被相続人の死亡の時におけ

る住所地が日本国内にない場合には、相続や

遺贈によって財産を取得した人の住所地を所

轄する税務署長に、提出することになってい

ます。

したがって、ご質問の場合には、亡くなっ

たお父さんの死亡時の住所地の所轄税務署長

に相続税の申告書を提出することになります。

なお、同じ相続人から相続や遺贈によって

財産を取得した人で、相続税の申告書を提出

する人が2人以上ある場合において、それら

の人の相続税の申告書の提出先税務署長が同

じである場合には、これらの人は申告書を共

同して提出することができます。

ご質問の場合、あなたたち3人は、同一の

申告書に連署し、共同して申告することがで

きます。


